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１ 危機管理に対する基本的な考え方

「生命尊重」・「安全第一」・「組織で対応」・「備えあれば憂いなし」

（１）的確な状況把握と適切な処置

（素早い処置、管理職への適切な連絡、情報の共有化、正確な記録）

（２）誠意を持った保護者対応

（丁寧な説明、感情的な対立をさける、保護者説明会の実施）

（３）適切で誠実な外部対応

（対応窓口の一本化、開示できる情報とできない情報の整理、管理職不在時の対応）

（４）再発防止への対応

（問題点の整理、全校集会の実施、関係機関との連携）

（５）事故防止のための日常的な取組

（日常点検による事故防止、面談等による生徒理解、保護者との良好な関係維持

学校の様子の発信、教職員の安全管理意識と危機管理能力の育成）

２ 災害が起こった場合の共通注意事項

（１）授業担当者（教科担任）以外はすぐに職員室に集合する。

（２）各教室の教科担任は、それぞれの生徒を把握して、教室を離れずに指示を待つ。

（３）勝手な判断・対応はせず、教頭（教頭不在時は教務部長などの教頭代理）指揮の下、

的確に行動する。

（４）いかなる場合も人命を最優先する。

（５）授業中以外（休み時間、放課後 など）に災害が起こった場合は、生徒に近い位置に

いる教員は生徒の指導をし、そのほかの教員は職員室に集合する。
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３ 救急体制

（１）学校内の場合

・事実の伝達

事故発見者 ・発生時刻、発

生状況の把握

・応急処置に努める

校 長 養護教諭 ・医療機関への移送の必

教 頭 要性を見極める

総括的な判断

医療機関に連絡

事務職員と連携し車を要請 ・保護者に連絡

(救急車･タクシー) 学級担任 ・場合により医療機関に付

き添い、生徒を保護者に引

き渡す

【保護者への連絡事項】

・事故発生の状況 ・学校側での応急処置

・病院移送について（移送病院の承諾、移送時間の連絡）

・傷病の程度によっては保護者に病院に来てもらう（保険証持参）

（２）学校外における活動の場合

救護責任者 団 長 担 任

・医療機関への移送の必要を見極 ・学校と連絡をとる ・保護者に連絡をとる

め、必要に応じて病院に付き添う。

事故発生
傷病者の状況を

よく確認する

救急車 １１９

奈井江町立病院 ６５－２２２１

砂川市立病院 ５４－２１３１

【生死に関わる場合】

１１９番通報し、2名付き添う
【重傷（骨折、脱臼等）の場合】

病院に連絡し、1名付き添う

事故発生



- 3 -

４ 救急車の要請（１１９番に電話）

５ 救急連絡カード ※記入は基本的に教頭とする

６ 救急運送用カード

※搬送される生徒が複数いる場合は、救急搬送用カードを救急隊員に渡す

＜救急連絡カード＞
学年 年齢 氏名 男・女

事故発生 ＜平成 年 月 日 ： ＞

（ ： ）～ 応急手当等対応

（ ： ）～ 教頭への連絡

（ ： ）～ 救急車の手配

（ ： ）～ 事故生徒への保護者への連絡

（ ： ）～ 救急車での搬送

備考

記入者

＜救急搬送用カード＞

奈井江商業高等学校

学年 年齢 氏名 男・女

備考

「はい、１１９番です。火事ですか？救急ですか？」

・事故の種類 「（けが人・病人）が出ました。救急車をお願いします。」

・患者の場所 「奈井江商業高等学校です。住所は奈井江町南町二区です。」

・患者の状況 「（けが人・病人）は、○歳の男性（女性）で○人です。」

・事故の状況 「事故原因は△△△（不審者が侵入しナイフで切りつけ）で、現在の状

態は△△△（腕から出血しています。）」

・救 急 処 置 「救急処置は（しています・していません）。」

・待 機 場 所 「△△（本校職員玄関）で、待っています。」

・通 報 者 「私は、△△（教頭）の△△です。」

・確 認 「連絡は以上です。よろしいでしょうか。」

※ 必要に応じて、学校の入り口付近でサイレンを止めてもらう

※ 救急隊員を誘導する教員を玄関前に待機させる
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７ 火災発生時の対応

発見者

・火災報知器を押す ・初期消火

事務室（事務職員）

・出火場所の確認

・「火災発生場所確認中」の一報を放送

『ただいま出火場所を確認しています。生徒は教室で静かに待機してください』

教 頭 職員室 空き時間教員

・消火手伝い教員、本部設営教員を指名 ・初期消火に向かう

・緊急電話を持って現場に行き、火災状況を確認 ・避難準備

教科担任

＜初期消火が不可能な場合＞ ・教室の窓を閉める、カーテンを束ねる

事務室 教頭・事務職員 ・避難準備（人数確認、生徒への注意

・教頭と事務職員が避難経路、避難場所 ～押さない・走らない・荷物を持たない）

を判断

・避難指示の全校放送（事務職員） 本部設営教員が避難場所で待機

『火災発生。○階△室から出火。生徒

は・・・を通り□□に避難してくだ 避難

さい』 ※２回繰り返す

・１１９番通報〔教 頭〕 ・教科担任が生徒を誘導

『火災です。奈井江町南町二区、奈井 ・教科担任以外の教員は負傷した生徒

江商業高校です。○階△△室から出 や逃げ遅れた生徒がいないかを点検

火しています。連絡者は○○です。』 しながら避難

避難完了

・クラスごとに整列し、教科担任が人員確認後、教頭に報告

・行方不明の生徒がいた場合は、教頭が直ちに消防隊に連絡

火災発生
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８ 地震発生時の対応

教科担任 教 室 生 徒

・教室の戸を開ける ・騒がない ・勝手に外にでない

・生徒に机の下に避難するよう指示 ・机の下にもぐり、机の脚をつかむ

・電気、ガス、火、薬品などの危険物の処理 ・窓や壁から離れる ・頭部を守る

屋外にいる場合はガラス破損の恐れのある建物から離れ、校庭の真ん中などに腰をおろ

して待つ

揺れがおさまり次第

教 頭 職 員 室 空き時間教員

・被害確認中の一報を放送 ・各教室に行き、生徒の安否を確認

『只今、被害状況を確認しています。 ・二次災害の恐れがないか、校舎を確認

教室でそのまま待機してください』 ・薬品などの充満があれば、換気をする

※復元はしない

安全が確認され次第 （後で被害状況の確認の際に必要となる

授業再開、又は教室待機の指示 ため。直後復元を要する場合は、写真など

の撮影をする）

教 頭

状況に合わせて、交通機関の情報、余震などの今後の予報の把握をする。

＜被害が大きい場合や二次災害の恐れがある場合＞ 空き時間教員

事務室 教 頭 事務職員 ・職員室にて待機

・教頭と事務職員が避難経路、避難場所を判断 ・避難準備

・避難指示の全校放送 〔事務職員〕

『ただ今の地震により、2次災害が予想されます。 避 難

生徒は・・・を通り□□に避難してください』 ・教科担任が生徒を誘導

※２回繰り返す ・教科担任以外の教員は負傷し

た生徒や逃げ遅れた生徒が

避難完了 有無を点検しながら避難

・クラスごとに整列し人員確認後、教頭に報告 ・人員確認ができなかった生徒の捜索

教 頭 教務部長 生徒指導部長

生徒を学校で保護（安全の確保ができるまで生徒を帰宅させない）し、保護者への引き

渡し等の段取りを考える

地震発生
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９ 停電が起こった場合の対応

教 頭 職 員 室 空き時間教員

・総括的な判断 ・必要に応じて懐中電灯を各教室に

・停電の原因把握に努め、その後 置いてくる

の対応についての見極めと指示 ・教室等を点検に行く

教 室 教科担任

・教室で生徒を待機させる

状況確認

・停電している場所（学校のみか地域もか）

・復旧のめど（生徒待機場所の選定）

短時間で復旧する場合 復旧に時間がかかる場合

授業を続行する

教 頭 学級担任

・授業を打ち切り下校させる場合の通学路の安全確認

学級担任

生徒を下校させる

副担任

・必要に応じて懐中電灯を持ち、階段・廊下に立ち、下校時の生徒の安全

を確保する

停電中は、放送設備が使えない

ので状況に応じて拡声器を使用

する。

停電発生
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不審者かどうか

１０ 不審者侵入時における対応

《チェック１》

理由あり

【対応１】 退去した

《チェック２》

【対応２】

【対応３】

《チェック３》

【対応４】

関係者以外の校舎への立ち入り

正当な理由がある場合は

事務室窓口にある 「受付

簿」に必要事項を記入し

てもらう

理

由

な

し

退去を求める 再侵入は

退
去

し
な
い

しない

侵入した

危害を加える

恐れはないか な い
再び退去を求める

あ

る

再々侵入は隔離・通報する

［組織的対応１］

教職員への緊急連絡

暴力行為の抑止と退去の説得

別室へ案内し隔離

110番通報
空知教育局へ緊急通報・支援要請

しない
侵入した

職員室入り口壁に

「さすまた」１本

隔

離

不

能

生徒の安全を守る

［組織的対応２］

防御（被害拡大の防止）

移動阻止

全校への周知

生徒の掌握と避難誘導

教職員の役割分担と連携

警察による保護・逮捕

い
る

応急手当などをする

負傷者がいるか
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１１ 緊 急 連 絡 先 一 覧

〔緊急通報の要点〕

（１）学 校 名 北海道奈井江商業高等学校

（２）学 校 住 所 奈井江町南町二区

（３）電 話 番 号 ０１２５－６５－２２３９

（４）連絡者氏名 教 頭 （不在の時は教務部長）

（５）概 要 説 明 「いつ」「どこで」「何があった」

「どうなっている」

機 関 名 電 話 番 号

警察署 緊急時１１０番

消防署 緊急時１１９番

奈井江町立国民健康保険病院 ６５－２２２１

砂川警察署 ５４－０１１０

奈井江交番 ６５－２１０９

北海道電力（奈井江発電所） ６５－２１５７

奈井江消防支署 ６５－２２５９

１２ 緊急対応終了後の対応
（１）事実関係の正確な把握（生徒指導部・担任・教頭）

・関係者等からの情報収集・事故発生時の位置関係の確認・時系列にまとめた事実確認

（２）関係機関（教育局等）への連絡（教頭）

（３）生徒・保護者への対応（担任・養護教諭・教頭）

・説明・見舞い・治療費等の説明・主治医との面談など

（４）外部（マスコミ等）への対応（教頭）

（５）再発防止のための対応（生徒指導部・HR委員会・教頭）

・全校集会、保護者説明会の開催
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非常災害・交通障害発生時の対応について

１ 臨時休校

○中空知（奈井江町）に特別警報（大雨、暴風、暴風雪、大雪、火山噴火、地震等）

が発表された場合は臨時休校とします。学校からご家庭への連絡の有無によらず、命を

守る行動をとってください。

○ＪＲ函館本線が全面運休の場合

前日に全面運休が決定の場合は、翌日を臨時休校とします。

２ 自宅待機（避難所等も含む。）

○居住している地域に特別警報が発表されている場合は、自宅待機とします。

○居住している地域に警報が発表されており、公共交通機関等による通学が困難な

場合は、自宅待機とします。

○天候や道路状況は地域により異なります。ご家庭で通学が困難であると判断した

場合は、無理をせず自宅待機としてください。

３ 確認事項

(1) 臨時休校の場合は、学級担任等からの連絡、メールマガジン（登録者のみ）、本校の

ホームページにより連絡します。

(2) 臨時休校になる場合は、電話回線が混雑することが予想されますので、学校への電話

は極力控えてください。

(3) 登校後に臨時休校とする場合は、安全を確認し、下校させることになります。

(4) 特別警報が解除された場合は、原則として次のとおりとします。

ア 午前６時30分までに特別警報が解除され、自宅待機の必要がない場合は、

通常どおり登校してください。通常の授業を行います。

イ 午前11時00分までに特別警報が解除され、自宅待機の必要がない場合は、

午後１時00分までに登校してください。午後の授業を行います。

(5) 自宅待機の場合は、学校からご家庭に連絡はしません。

(6) 自宅待機の場合は、ご家庭から学校（担任等）に連絡してください。

(7) 自宅待機とした後、特別警報、警報等が解除されるなど天候等の状況が回復し、

ご家庭で通学が可能であると判断され、授業等に出席できる時間帯である場合は、

登校してください。

(8) 臨時休校とした場合は、原則、長期休業日、土・日曜日等を登校日とし、相当日時数

分の補充授業を行います。

(9) 自宅待機とした場合は、非常変災等による出席停止の扱いとし、個別に補充授業を行

う場合があります。

(10) 臨時休校等になり、その後、学校からご家庭に連絡が必要な場合は、学級担任等か

らの連絡、メールマガジン（登録者のみ）、本校のホームページにより連絡します。


